
Ⅰ．はじめに

約2年前，eBay v. MercExchangeの事案におい
て，合衆国最高裁判所は，自らの特許が侵害され
ていることを特許権者が首尾よく立証した場合に
永久的差止命令を取得するための法的要件を大幅
に変更した。本稿は，下級審判決や最高裁の判示
を含めたeBay事件の背景を簡潔に説明するもの
である。本稿においては更に，合衆国地方裁判所
がeBay事件の判例法をどのように解釈・適用し
ているかを概説し，特に，原告または被告の本国，
産業分野即ち技術分野，訴が提起された地裁に関
して概要を示している。

Ⅱ．eBay v. MercExchange

特許法の下では，自らの特許を侵害された特許
権者は，過去の侵害を補償するための金銭的損害
賠償を得ることができる（妥当なロイヤリティ，
逸失利益など）。1）これとは別に，将来の損害は特
許法に基づく永久的差止命令によって抑止するこ
とができる。2）連邦巡回控訴裁判所は最高裁の
eBay判決以前に，「例外的な状況」（国家安全保
障等）が存在しない限り永久的差止命令は一般に
特許侵害の認定に基づいて発行される，と判示し
ていた。3）本節においては，eBay事件の概要を説
明するとともに，同事件の結果が法にもたらし
た変化を説明する。

a．地裁での審理

MercExchange L.L.C. は，個人向けのオンライ
ン製品販売に用いられるビジネス方式を対象とし

た合衆国特許5,845,265号及び6,085,176号の所有
者である。2001年9月26日，MercExchangeは
eBayを相手どってヴァージニア州東地区地方裁
判所に訴状を提出し，特許侵害を主張した。4）

完全な事実審理が実施され，陪審は問題の特許
の両方をeBayが侵害しており，しかもその侵害
は故意によるものであると判断した。5）陪審は更
に，3,500万ドルの損害賠償をMercExchangeに
与えることを認めた。MercExchangeは問題の特
許に関して以後の侵害を禁じる永久的差止命令を
請求していた。6）

地裁は，特許法以外の分野で一般に適用されて
いた4つの要素による判断基準を適用した。地裁
はこの考量にあたり，MercExchangeが特許を実
施していなかった上，当該特許の実施許諾を
eBayに申し入れていたことを理由として，特許
権者が被った損害を補償するには金銭的損害賠償
で十分であると判断した。7）

b．連邦巡回控訴裁判所

MercExchangeは地裁が永久的差止命令を棄却
したことを不服として連邦巡回控訴裁に控訴を提
起した。地裁による4要素テストの適用は適正で
なく，一般的な永久的差止命令の発行に関する連
邦巡回控訴裁のルールに照らして永久的差止命令
が発行されるべきであった，とMercExchangeは
主張した。8）

連邦巡回控訴裁は永久的差止命令を拒否した一
審判決を覆し，同裁判所が以前から用いていたル
ールを適用して，特許権者は一般に永久的差止命
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令を取得する権利があると判示した。9）更に，永
久的差止命令の発行に際しては，特許権者が発明
を実施していたか否か，発明の実施を許諾してい
たか否かといった問題は重要ではないと言明し
た。10）

c．最高裁判所

eBayは連邦巡回控訴裁の判決を不服として最
高裁に上訴し，最高裁は裁量上訴を認めて，例外
的状況が存在しないかぎり永久的差止命令を認め
るという連邦巡回控訴裁の基準は妥当か否かを検
討することとなった。2006年５月15日，最高裁
は全員一致で連邦巡回控訴裁の判決を覆し，他の
分野において確立されている衡平法上の原則が適
用されるべきであると判示した。11）これはつまり，
特許権者が差止命令を取得するためには以下の4
点を立証しなければならないということである。

i． 回復不能の損害を被っていること
ii．その損害を補償するのに，制定法により提

供される救済手段では不十分であること
iii．永久的差止命令が下された場合に被告の被

る困難と原告の損害とを比較考量すると，
被告の困難の方がより小さいこと

iv．永久的差止命令によって公共の利益が阻害
されないこと12）

地裁も連邦巡回控訴裁も前記の4要素テストを
適正に実施していないという理由で事件は地裁に
差し戻され，4要素テストを考慮した再審理が命
じられた。13）

d．最高裁判決後

2007年7月30日，地裁は永久的差止命令は棄却
されるべきであるとの判示を行った。地裁は4要
素テストを適用した上で，MercExchangeがライ
センスを供与しようと企図していたことを考えれ
ば，金銭的損害賠償によって損害を補償するに十
分な救済が提供されると判示した。14）

2008年2月28日，この訴訟は取り下げられ，紛
争は和解によって決着した。15）MercExchangeは

問題の特許をeBayに譲渡した。和解協定のそれ
以上の詳細は秘密とされている。16）

Ⅲ．eBay事件後の地裁判決の検討

eBay判決以後の2年間に，地裁レベルでは多く
の判決が言い渡されている。本節においては，永
久的差止命令の適用に関する地裁レベルでのトレ
ンドを検討する。

この検討に使用する地裁判決を決定するにあた
っては，最高裁のeBay判決を引用している判例
をすべて考慮の対象とした。特許訴訟以外の判例
でeBay判決を引用している判例は，検討の範囲
から外した。その結果，合計44件の判決が検討
の対象として残り，そのうち5件は連邦巡回控訴
裁の判決，39件が地裁判決であった。地裁ならび
に連邦巡回控訴裁が判決を言い渡した状況につい
ては，それぞれの判決を個別データとして検討し
た。検討された判例はすべて別添の「付録」に掲
げられている。

a．結 果

このような少数の判例の検討によって統計的有
意性が導き出せるか否かは判然としないが，幾つ
かのパターンが見受けられた。本稿においては，
永久的差止命令の発行の是非に関する判断及び結
果に関して以下の条件が果たす役割を吟味する：
(i) 当事者が問題の特許に関わる技術について競
合しているか否か；(ii) 当該特許の技術分野によ
る影響（技術は，各種の規範的な関連技術分野に
基づいて分類されている）；(iii) 特定の裁判所が
永久的差止命令を発行する可能性が高いか低い
か；(iv) 永久的差止命令を発令するか否かの判断
及びその帰結に当事者の本国が及ぼす影響。

i．競合的地位による影響

表1は，特許権者が競業者・特許製品の製造者
であったか否かに基づいて判例を図説したもので
ある。全体としての棄却率は 13/44（または
29.5％）である。当事者が特許技術について競合
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する立場にあった場合，棄却率は5/32（または
15.6％）となる。当事者が特許技術に関して競合
する立場になかった場合には，棄却率は 8/11

（または72.7％）である。つまり，特許権者が被
告と競合していない場合，永久的差止命令が棄却
される確率はずっと大きくなる。

裁判所が棄却理由を説明する際に，eBay事件
後の判決では，特許権者が将来的な侵害の結果と
して競争上の損害を被る恐れがない場合─特に特
許権者が被告及び/又は訴訟当事者以外の人物に
ライセンスを提供するかライセンス提供を申し出
ていた場合─金銭的損害賠償が適当であり，その
損害は回復不能なものではないと結論する傾向が

強くなっているように思われる。

ii．技術分野による影響

表2は，一般的な技術分野に基づいて判例を図
説したものである。判例の数が最も多いのはコン
ピュータ関連技術であり，この中にはコンピュー
タのソフトウェアやハードウェアだけでなくイン
ターネット関連技術やビジネスモデルが含まれ
る。機械や医療機器の分野に関連する判例の数も
有意に多い。バイオテクノロジー・植物，化学及
び製薬といった分野に関連する判例は，それより
も少ない。

永久的差止命令が棄却されることが最も多いの
はコンピュータ関連技術（4/11または36.4％）
と医療機器の分野（3/6または50％）で，少ない
のは化学及び製薬の分野（0/6または0％）であ
る。エレクトロニクス（1/5または20％），機械

（2/9または22.2％）の2分野は，その中間のどこ
かに位置するように思われる。前述したように，
全体の棄却率は29.5％である。

但し，永久的差止命令の棄却件数が最大である
技術分野にあっても，永久的差止命令が認められ
るケースの方がそうでないケースよりも多い。し
かも，特許権者が競業者でないか，特許製品を販
売していない場合，技術分野を問わず棄却の件数

表1

表2
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は極端に少なくなっている。つまり，特許権者が
競業者・特許製品の製造者であるか否かという問
題に比べれば，技術分野は二次的なものであるよ
うに思われる。

iii．判決を下した裁判所による影響

テキサス東地区(7件)を例外とすれば，特定の
地裁が扱った事件の数は極めて少ないように思わ
れるため，一定のパターンを発見するのは困難で
ある。しかしながら，時間の経過とともに新たな
事件の判決が下され，新たなデータが提供される
ことになるので，将来的にはパターンの発見が可
能であろうかと思われる。更に，そのようなパタ
ーンは連邦巡回控訴裁のガイダンスに基づいて展
開していくかもしれない。

iv．当事者の本国による影響

表3は，当事者の本国別に判例を図説したもの
である。もっと具体的に言えば，全判例における
差止命令の発行率（成功率）が70.5％であるのに
対して，合衆国以外の国を本国とする原告が永久
的差止命令を勝ち取った事例は8件，棄却された
事例は3件（成功率は72.7％）であり，合衆国以
外の国を本国とする被告が永久的差止命令を言い

渡された事例は10件，棄却された事例は3件（成
功率は76.9％）である。

事件に関わっている国や地域を見てみると，外
国人原告の本国には，オーストラリア(1)，ベル
ギー(1)，カナダ(1)，ケイマン諸島(1)，デンマー
ク(1)，フランス(1)，ドイツ(1)，グァテマラ(1)，
イスラエル(1)，日本(1)が含まれている。外国人
被告の本国には，カナダ(2)，ドイツ(2)，日本(3)，
韓国(2)，スイス(1)，台湾(1)，イギリス(1)が含
まれている。合衆国以外を本国とする原告ないし
被告が特定の地域に集中しているということはな
いようである。

日本を本国とする企業が関与している判例につ
いて言えば，日本を本国とする原告に将来的に回
復不能の損害は発生しないことに鑑みて（将来の
損害に関わるような侵害行為が存在しないか，問
題の製品について当事者間に競合が存在しないた
め），永久的差止命令を棄却された事件が1件あ
る。17）日本を本国とする被告3社のうち，1社は
裁判所を説得して永久的差止命令を棄却させるこ
とに成功した。この裁判所は原告に対する補償と
して金銭的損害賠償が適当であると判示している
が，原告である特許権者は被告の競業者ではなか
った。18）以上のような結果は，特許権者と侵害者
が競合関係にない場合に差止命令が棄却される割
合と合致しているように思われる。

表3
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以上の結果に基づいて言えば，原告もしくは被
告が外国人当事者であるか否かに関わらず，一般
的な傾向に大きな違いがあるようには思われな
い。当事者の本国が合衆国である場合も同様であ
る。加えて，外国人の特許権者が関わっている事
件で永久的差止命令が棄却されたケースにおいて
も，外国人の被告が関わっている事件で永久的差
止命令が認容されたケースにおいても，当事者の
本国が外国であるという事実は判決文の中では重
要な役割を果たしてはいないようである。

Ⅳ．典型的な判例の要約

以下に示す3件の地裁判決は，典型的な裁判例
として，選び出したものである。これらの判決の
うち2件では永久的差止命令が棄却され，1件で
は永久的差止命令が認容されている。eBay判決
の適用に関して判決意見の中に示されていた説明
に基づいて選び出されたこれらの判例は，前述し
たような要素が裁判所の判決理由において果たす
役割を明らかにしている。Paice事件は，自動車
関連の技術分野において競業者でない特許権者が
差止命令を棄却された事例を示している。この事
件で問題となった特許は自動車の小型部品であ
り，日本企業が被告として関わっていた。z4事件
は，コンピュータソフトウェアの分野における競
業関係にない当事者の事例を示している。この場
合の特許はコンピュータユーザーの間で広く使用
されているソフトウェアの小部分を対象としてお
り，国内（合衆国）の訴訟当事者が関与していた。
3M事件は，少なくとも部分的には特許権者がラ
イセンス提供を渋ったことを理由として差止命令
が認容された例を示している。ここで問題となっ
た特許は化学フィルムに関わるものであり，当事
者の企業は直接的な競合関係にあった。

a．Paice LLC v. Toyota Motor Corp19）

特許権者であるPaice LLC （以下「Paice」と称
する）は，ハイブリッド車に関する同社の技術特
許を侵害したかどで被告のトヨタ自動車を提訴し
た。Paiceは合衆国特許5,343,970号，6,209,672号

及び6,554,088号の所有者であり，9項目のクレー
ムに関する文言侵害と10項目のクレームに関す
る均等論侵害を主張するとともに，故意侵害を併
せて主張していた。

2005年12月に行われた公判において，陪審は，
被告の製造したハイブリッド車は'970号特許のク
レーム2及び11を均等論の下で侵害していると認
定した。だが，陪審は故意侵害の存在は認めなか
ったし，他の特許もしくはクレームに関しても侵
害を認定しなかった。

Paiceは合衆国特許法 §283に基づき，トヨタ
に対する永久的差止命令の発行を求める申立てを
提出した。永久的差止命令は原則として，そのよ
うな差止命令による救済を認める際に連邦巡回控
訴裁が以前採用していた慣行に基づいて発行され
るべきである，とPaiceは主張していた。だが，
裁判所はeBay判決を考慮して伝統的な4要素テ
ストを適用し，永久的差止命令を求める申立て
を棄却した。

第1のファクター（回復不能の損害）に関して，
この場合の回復不能の損害とは自社特許に基づく
ライセンスを他人に提供できなくなることであ
る，とPaiceは主張した。地裁は特許権者が回復
不能の損害を立証していないと判断し，本件の訴
訟もしくは差止命令の棄却が直接の原因となって
ライセンシング計画の失敗がもたらされるという
ことを示す証拠をPaiceは提供していないと判示
した。裁判所は更に，Paiceの「不当表示と不適
正なビジネス戦術」のせいで潜在的ライセンシー
が及び腰になってしまったということもありう
る，と指摘している。

第2のファクター（金銭的損害賠償の妥当性）
に関して，トヨタは次のように主張した：（a）
Paiceはメーカーではなく，単に自社特許のライ
センス提供を目指しているだけであるから，金銭
的損害賠償で十分である；（b）侵害されたクレ
ームは侵害を主張された車両全体の中の「小さな
部品」でしかないため，特許範囲に属する技術の
貢献度は，Paiceが差し止めを望んでいる自動車
全体の価値と比べれば非常に小さいものである。
Paice側は，自社がライセンスを提供する機会が
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失われたことは，金銭的損害賠償では対応しえな
い損害に相当する，と主張した。陪審が定めた妥
当なロイヤリティを考慮し，裁判所は，制定法上
の金銭的損害賠償は特許権者の被った損害に対す
る充分な補償となると判示した。

Paiceが提起した主張には証拠による裏付けが
ないし，ライセンシング計画は別の理由のせいで
失敗したのかもしれない，と裁判所は判示した。
裁判所は更に，特許権者が被告と競合関係にない
ということは，Paiceがブランド名の認知度や市
場シェアの喪失を懸念する必要がないことを意味
していると判示している。また，侵害されたクレ
ームは問題の自動車の小さな側面のみに関わるも
のだというトヨタ側の主張に裁判所は同意してい
る。更に，公判の後でPaiceがトヨタに複数のオ
ファーを提示したことは，Paiceが金銭的救済で
十分であると考えていることを重ねて立証するも
のである，と裁判所は述べている。

第3のファクター（困難の比較考量）に関して，
トヨタは，自社のサプライヤーや小売業者の連鎖
構造が被る重大な経済的損害を考えれば，差止命
令の発行によって自社が被る損害の方が大きいと
主張した。トヨタは合衆国外において自社の侵害
製品の販売を継続することができるはずであるの
に対し，差止命令がなければPaiceは事業から撤
退することになるだろう，とPaiceは主張した。

トヨタによる侵害がPaiceの特許ライセンシン
グ計画に損害をもたらしたことをPaiceは証明し
ていない，と裁判所は判示した。差止命令がなけ
れば他社にライセンスを提供できないというのは
差止命令発行のための説得力のある理由とはいえ
ない，というトヨタ側の主張に裁判所は同意し，
困難の比較考量はトヨタの有利に傾くと判示した。

第4のファクター（公共の利益）について裁判
所は，公共の利益に貢献するのは差止命令だけで
はなく，それとは別に金銭的損害賠償もまた公共
の利益のために役立ちうる，と判示している。但
し，「外国産の原油への依存を軽減するハイブリ
ッドカー技術を推進することによる公共の利益」
に関する被告側の主張には，裁判所は同意しなか
った。

かくして，永久的差止命令を求めるPaiceの申
立ては棄却され，トヨタには侵害に関する金銭的
損害賠償の支払と，今後発生する売上に関する継
続的ロイヤリティの支払が命じられたのであった。

b．z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.20）

特許権者であるz4 Technologies（以下「z4」と
称する）は，コンピュータソフトウェアのセキュ
リティに関わる自社特許を侵害したかどで，
Microsoft CorporationとAutodesk Inc.を共同被告
として（以下両社を「マイクロソフト」と総称す
る）提訴に踏み切った。z4は合衆国特許6,044471
号及び6,785,285号の所有者である。

2006年４月に実施された公判において，陪審は
マイクロソフトが当該特許を侵害したと認定する
とともに，当該特許は有効であって侵害は故意で
あると認定した。更に，陪審は被告に対して１億
3,300万ドルの損害賠償の支払を命じた。

z4は合衆国特許法 §283に基づき，「ウィンド
ウズXP」及び「オフィス」の製品につき，マイ
クロソフトに対する永久的差止命令の発行を求め
る申立てを行った。加えて，z4は侵害製品の使用
停止と設計変更をマイクロソフトに要求するよう
提案した。裁判所はeBay判決を考慮してマイク
ロソフト側に味方し，伝統的な4要素テストを適
用して永久的差止命令を求めるz4の申立てを斥
けた。

第1のファクター（回復不能の損害）に関して
z4は，侵害の立証は結果的に回復不能の損害の推
定を生じさせると主張した。z4は更に，自社の発
明の商業化が失敗したのはマイクロソフトの侵害
行為のせいであり，その損害は回復不能であると
主張した。マイクロソフトが侵害行為をなさなけ
ればz4が享受したであろう経済的成功の総額を
計算する手段はないからである。だが，裁判所は，
回復不能の損害の推定を裏付ける判例法をz4は
引用していないと述べた上で，マイクロソフトの
侵害行為のせいで顧客がz4からの製品購入を断
念したと考える理由はないと判示した。マイクロ
ソフトは侵害製品のソフトウェアを単品として販
売しているわけではなく，同社の大きなソフトウ
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ェアシステムの小部分として使用しているだけで
あり，消費者が購入するのはそのシステムである。
裁判所は回復不能の損害の例として，逸失利益，
ブランド名の認知度の喪失，市場シェアの喪失に
ついて論じている。

第2のファクター（金銭的損害賠償の妥当性）
に関してz4は，同社が自らの排他権を主張しう
ることを考慮すれば，将来の侵害については金銭
的損害賠償では不十分であると主張した。だが，
裁判所はこの主張に同意せず，eBay判決は金銭
的損害賠償の不十分性を主張するには排他権だけ
では十分ではないと判示している，と説明してい
る。更に，裁判所はKennedy判事の判決同意意見

（この意見の中には，特許発明が製品の小さな構
成要素であるというような状況では制定法上の損
害賠償で十分であるとの言及がある）を本件の事
実関係に適用し，特許を取得したz4のソフトウ
ェアはマイクロソフト製品の小さな構成要素であ
るから金銭的損害賠償で十分であると判示した。
また，マイクロソフトは「ウィンドウズVista」
等の新製品について侵害に相当する構成要素の使
用を段階的に停止しつつあるのだから金銭的ロイ
ヤリティの計算は可能であり，マイクロソフトは
それら損害賠償をz4に支払うことができる，と
裁判所は指摘している。

第3のファクター（困難の比較考量）に関して
マイクロソフトは，z4が要求するような使用停止
や設計変更を実施するには莫大な量の時間と資源
を要すると主張した。マイクロソフトの説明によ
れば，その影響を受けるソフトウェアには多数の
言語による多数のバージョンがあり，これら製品
のリエンジニアリング，試験，再梱包及び頒布に
は非常に多額の費用がかかるという。裁判所はマ
イクロソフトに同意し，困難の比較考量はマイク
ロソフト側の有利に傾くと判示した。

第4のファクター（公共の利益）に関してマイ
クロソフトは，製品の設計を変更すれば同社の下
請業者，ベンダー及び顧客の連鎖構造に影響が及
ぶことになり，マイクロソフト製品に対する公衆
の依存度を考慮すれば，わずかな供給の途絶であ
っても公衆に重大な影響を及ぼす恐れがあると主

張した。また，同社製品の海賊版の販売が増加す
る恐れもある，とマイクロソフトは指摘した。そ
のような影響は推測に過ぎないとはいえ，公共の
利益は差止命令の発行に反対する方に傾くと裁判
所は判示している。

かくして，永久的差止命令を求めるz4の申立
ては棄却され，マイクロソフトに対しては侵害に
関する金銭的損害賠償の支払が命じられた。

c．3M Innovative Props. Co. v. Avery Dennison

Corp.21）

特許権者である3M Innovative Props. Co.（以下
「3M」と称する）は，EZ Series Fleet Marketing
Film（以下「侵害被疑製品」と称する）による合
衆国特許5,897,930号を侵害したかどで被告Avery
Dennison Corp．（以下「エイブリィ」と称する）
を提訴した。

2005年12月に行われた公判において，陪審は
様々なクレームについてエイブリィの文言侵害及
び均等論侵害を認定するとともに，同社が他人へ
の侵害教唆をも行ったと認定し，当該特許は無効
ではないと判示した。

3Mは，侵害被疑製品に関してエイブリィに対
する差止命令の発行を求める申立てを提出した。
この申立は認容され，エイブリィのディストリビ
ューターをも適用対象に含めるべく後日修正され
た。エイブリィは，訴訟の最中にeBay判決が下
されたことを考慮して差止命令に関する再審理を
行うよう求めた。裁判所は以下のような4要素テ
ストを適用した。

第1のファクター（回復不能の損害）及び第2
のファクター（金銭的損害賠償の妥当性）に関連
して，金銭的損害賠償は3Mに対する補償として
十分であるとエイブリィは主張した。しかしなが
ら裁判所は，3Mが一貫して当該特許のライセン
ス供与を拒否してきたことを考慮し，ライセンス
供与は自社の事業利益には役立たないだろうと
3Mが判断していたと判示した。それゆえ，裁判
所はライセンス提供を目指さないという3Mの意
思決定を妨害するのを棄却した。3Mは金銭的損
害賠償で十分であろうとは考えていないからで
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ある。
第3のファクター（困難の比較考量）に関して

エイブリィは，自社が差止命令によって損害を被
ることになり，営業の再開や顧客の獲得が不可能
になる可能性があると主張した。だが裁判所は，
3Mが既に重大な損害を被っており，差止命令が
なければそのような損害を被り続けるだろうと判
示し，3Mは既に特許期間の20％を超える期間に
わたって排他権を主張できずにいるという事実を
指摘した。

第4のファクター（公共の利益）に関して裁判
所は，公衆は差止命令によって損害を被らないだ
ろうと認定した。この事案は公衆の安全衛生に関
わるものではなく，商業的な広告のグラフィック
に関わるものであるため， このファクターは差
止命令の認容に反対する方向に作用するものでは
ない。

かくして，エイブリィ及びそのディストリビュ
ーターに対する永久的差止命令を求めた3Mの申
立てが改めて認容されると同時に，エイブリィは
侵害に関する金銭的損害賠償を支払うこととなっ
た。

Ⅴ．結　論

永久的差止命令が棄却される場合の主たる要因
は，（1）回復不能の損害の立証がないことと，（2）
特許権者に対する補償としては金銭的損害賠償で
十分であることだと思われる。永久的差止命令が
棄却される場合，特許権者が同一業界内の競業者
であるか否かという問題が相関関係を持っている
ように思われる。

更に，永久的差止命令が棄却される可能性が最
も高いのは，コンピュータ関連（コンピュータの
ソフトウェア，ハードウェア，インターネット関
連の技術(ビジネスモデルを含む)）及び医療技術
の分野であるように思われる。永久的差止命令が
禁じられる可能性が最も低いのは，化学・製薬の
分野や，より「伝統的な」電気機械産業であるよ
うに思われる。

当事者の本国に関して言えば，以上の判決は，

当事者の本国が外国であることが4要素テストに
おいて考慮されると明示的に述べているわけでは
ない。それに，外国人の当事者（日本を本国とす
る企業を含む）が絡んだ判決を検討してみると，
すべての企業を対象とした一般的な棄却率との間
に隔たりがあるようには見えない。

訴訟が提起される地裁に関して言えば，テキサ
ス東地区を除くいずれの地裁でも非常に多数の判
決が出ている訳ではない。それゆえ，特許訴訟に
おける永久的差止命令の認容について特定の裁判
所が比較的好意的であるとか敵対的であるとかい
う地理的な傾向を見極めるのは困難である。

以上の判決は幾つかの初期パターンを示してい
るが，これら訴訟の中には連邦巡回控訴裁に控訴
されるものもあるだろうし，連邦巡回控訴裁は永
久的差止命令を無効として判決を差戻し，事件の
事実関係を4要素分析に当てはめるよう地裁に要
求するという傾向を若干ながら示している。連邦
巡回控訴裁のガイダンスが将来的に地裁にどのよ
うな影響を及ぼすかについては，今後の展開を見
ていかなければなるまい。

（注）
1）合衆国特許法（35 U.S.C.）§284；Panduit Corp. v.

Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 at
1156 (6th Cir. 1978)；Rite-Hite Corp. v.Kelley Co.,
56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)

2）合衆国特許法 §283
3）W.L. Gore Assocs., Inc. v. Garlock, 842 F.2d 1275 at

1281 (Fed. Cir. 1988)
4）MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 275 F.Supp. 2d

695 at 698-99 (E.D.Va 2003)
5）同上 at 698
6）同上 at 712-713
7）同上
8）MercExchange, LLC v eBay, Inc., 401 F.3d 1323

(Fed. Cir. 2005)
9）同上
10）同上at 1338-39
11）eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 126 S.Ct. 1837

(2006)
12）同上at 1839
13）同上at 1841
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LEXIS 5540 (Fed. Cir. Feb.29, 2008)
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によるプレスリリース（2008年２月28日付）（ウ
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cfm?ReleaseID=296670）

17）Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor, Ltd., 2008
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18）Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 2006 U.S. Dist.
LEXIS 616000 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006)

19）同上
20）z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 434 F.Supp.2d
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